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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   令和７年１２月２３日（火） 

    開会    ９時３０分 

    閉会   １１時０１分 

 

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

出席 福永和伸教育長、大森達也委員、冨樫健二委員、安田悦子委員 

欠席 横山史子委員 

 

４ 事務局職員 

副教育長 大屋慎一 

次長（教職員担当）福井崇司 

次長（学校教育担当）早田清宏 

次長（育成支援・社会教育担当）坂井哲 

次長（研修担当）小濵偉 

教育総務課 課長 大坪恵子、班長兼企画員 立木雄真 

教育政策課 課長 一尾哲也、課長補佐兼班長 加藤久幸 

教育財務課 課長 加藤雅章、課長補佐兼班長 山田功 

教職員課 課長 中出真人、班長 岡野宗介 

福利・給与課 課長 玉田朋紀、班長 奥谷豪紀、班長 桝田裕一 

保健体育課 課長 堀越英範、課長補佐兼班長 岡村教正、充指導主事 永尾和史 

 

５ 議案件名及び採択の結果 

 件  名 審議結果 

議案第33号 県立高等学校の募集停止について 原案可決 

議案第34号 専決処分の承認について（令和７年度三重県一般会計

補正予算（第５号）（教育委員会関係）について） 

原案可決 

議案第35号 専決処分の承認について（令和７年度三重県一般会計

補正予算（第６号）（教育委員会関係）について） 

原案可決 

議案第36号 専決処分の承認について（公立学校職員の給与に関す 原案可決 
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る条例等の一部を改正する条例案） 

議案第37号 専決処分の承認について（知事及び副知事の給与及び

旅費に関する条例等の一部を改正する条例案（三重県

教育委員会教育長の給与等に関する条例関係）） 

原案可決 

議案第38号 専決処分の承認について（公立学校の会計年度任用職

員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例案） 

原案可決 

議案第39号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則

の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第40号 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正

する規則案 

原案可決 

議案第41号 公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を

改正する規則案 

原案可決 

議案第42号 公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第43号 公立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規

則の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第44号 公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する規則

の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第45号 公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一

部を改正する規則案 

原案可決 

議案第46号 職員の懲戒処分について 原案可決 

 

６ 報告題件名 

 件  名 

報告１ 令和７年度三重県優秀選手・指導者表彰について 

 

７ 審議の概要 

 

・開会宣言 

福永和伸教育長が開会を宣告する。 

 

・会議成立の確認 

５名中４名の出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（１１月１７日開催）の審議結果の確認 

前回定例会の審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 
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・議事録署名者の指名 

冨樫委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別 

福永教育長が各委員に諮り、議案第46号は人事に関する案件であるため、非公開にて審

議を行うこととした。 

 

・審議事項 

議案第33号 県立高等学校の募集停止について（公開） 

審議の概要 ・教育政策課長が県立高等学校の募集停止について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

（安田委員） 

３地域の活性化協議会のまとめを読んで、丁寧な協議がなされたと感じ

た。中学校卒業者数が減少する中で、学びの選択肢や部活動を保障してい

くためには、募集停止はやむを得ないと考えているが、募集停止により選

択肢が減るのではという不安を抱いている保護者もいるため、今回の再編

が前向きな変化であると理解してもらえるよう、考え方などを丁寧に伝え

ていってほしい。 

（教育政策課長） 

保護者への丁寧な説明は、あらゆる機会を通じて説明をしていくことを

考えている。 

（冨樫委員） 

15 年先までの中学校卒業者数の減少の状況からバックキャストして、

議論を尽くした結果であるため、募集停止はいたしかたないと感じてい

る。希望して遠方の高校に通っている生徒もいるが、今回の再編により遠

方の高校へ通わざるをえなくなる生徒で、経済的に困難な状況にある場合

には、何らかの支援ができないか検討していただきたい。また、学校数が

減ることにより県立高校の魅力の低下が懸念されるため、しっかりと魅力

向上に取り組んでもらいたい。 

（教育政策課長） 

再編に伴うものとしての整理は難しいが、経済的な支援が必要な生徒に

は、奨学給付金や修学奨学金等の手立てを行っている。魅力向上について

は、引き続き活性化協議会の中でも取り上げながら、さまざまな手立てで

進めていく。 

（大森委員） 
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十分に議論されつくした結論であるととらえている。「教育」は教え育

むと書くが、特に「育む」ことに関しては、ピアグループ効果といって、

ある程度の生徒数が必要であるという研究結果も出ている。こうしたこと

から、再編は必要なことだと理解している。また、少子化により、高校だ

けでなく、大学や小中学校でも廃校となるところが増えている。今後、母

校がなくなるという経験をする方が増えていき、ふるさとを思う気持ちが

薄れていかないか懸念している。県教委ではなく同窓会が考えることかも

しれないが、何らかの形で母校が残るとよいのではないか。また、現在の

中学校１年生から募集停止となるが、中学校２年生までは進路の選択肢に

入ってくる。最後となる学年までしっかりと教育していくことを中学生に

伝えてほしい。 

（教育政策課長） 

廃校になったところでは、記念碑等を建造しているところもあると聞い

ている。また、伊勢志摩地域の活性化協議会では、地域への愛着心が生ま

れるような学びを地域の高校全体で進めていこうという考え方も示され

ている。同窓会のことについては、今後学校の中で検討していただいてい

ると聞いている。在学している子どもたちについては、最後まで責任をも

って教育していく。 

（教育長） 

募集停止になる学校の同窓会については、引き継ぐ学校があるのか。 

（教育政策課長） 

そう認識している。 

 

・審議事項 

議案第34号 
専決処分の承認について（令和７年度三重県一般会計補正予算（第５号）

（教育委員会関係）について）（公開） 

審議の概要 ・教育財政課長が専決処分の承認について（令和７年度三重県一般会計補

正予算（第５号）（教育委員会関係）について）説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第35号 
専決処分の承認について（令和７年度三重県一般会計補正予算（第６号）

（教育委員会関係）について）（公開） 

審議の概要 ・教育財政課長が専決処分の承認について（令和７年度三重県一般会計補
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正予算（第６号）（教育委員会関係）について）説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第36号 

 

議案第37号 

 

 

議案第38号 

 

専決処分の承認について（公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例案）（公開） 

専決処分の承認について（知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等

の一部を改正する条例案（三重県教育委員会教育長の給与等に関する条例

関係））（公開） 

専決処分の承認について（公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する

条例の一部を改正する条例案）（公開） 

審議の概要 ・議案第36号から議案第38号は、関連する条例改正についてのものである

ため、一括して審議することを決定する。 

・福利・給与課長が議案第36号から議案第38号について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第39号 

 

議案第40号 

議案第41号 

 

議案第42号 

 

議案第43号 

 

議案第44号 

 

公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する規

則案（公開） 

公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則案（公開） 

公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則案（公

開） 

公立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則案（公開） 

公立学校職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する

規則案（公開） 

公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規

則案（公開） 

審議の概要 ・議案第39号から議案第44号は、令和７年の県人事委員会勧告をふまえた

給与改定等に伴う規則の改正に関するものであるため、一括して審議す

ることを決定する。 

・福利・給与課長が議案第39号から議案第44号について説明。 
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・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第45号 
公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則案

（公開） 

審議の概要 ・福利・給与課長が公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部

を改正する規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・報告事項 

報告１ 令和７年度三重県優秀選手・指導者表彰について（公開） 

審議の概要 ・保健体育課長が令和７年度三重県優秀選手・指導者表彰について報告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 

各委員から

の主な質疑 

（大森委員） 

小学生の頃からジュニアアスリートとして指定選手、特別指定選手にな

り、今回、被表彰者となった選手はいるのか。 

（保健体育課長） 

個別のデータは把握していないが、そのような選手もいる。 

（大森委員） 

三重の子供たちへのスポーツ育成がうまくいっているという理解でよ

いか。 

（保健体育課長） 

そうである。 

（大森委員） 

最近、高等学校の部活動でのいじめ問題や指導者の部活中の懲戒問題等

がある。趣旨に「学校スポーツの範となり得た」とあるため、生徒であれ

ば、生徒指導上の問題がある生徒はおらず、教員であれば、スポーツ指導

上の懲戒は出ていないということでよいか。 

（保健体育課長） 

基本的にそこまで詳しくは考えていない。 

（大森委員） 

「学校スポーツの範となり得た」と記載がある以上、学校で範となって
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いる人たちを表彰するわけであるため、問題や懲戒がないかは、今後、確

認したほうが良いと考える。 

（副教育長） 

趣旨はよくわかるが、いじめの場合には、相手の受け取り方でいじめと

なる場合もあるため、難しいところもある。 

（教育長） 

非常に頷ける指摘であるため、我々もよく考えていかなければならな

い。どこまで連帯責任を負わすかということもある。学校で何か問題があ

る場合に、その学校は見送るとなると、連帯責任を負わせすぎのような気

もするが、当該部活で指導者がおこしている案件がある中で、学校が表彰

されることはあまり望ましくないため、我々も検討していく。 

（冨樫委員） 

部活動の地域展開関連で、地域スポーツクラブで上位までいくところは

少ないのか。また、地域展開が進むと指導者の質が大切になってくるかと

思うが、日本版ＤＢＳとの関係は現状どうなっているのか。 

（保健体育課長） 

全国大会の入賞者数に関しては、令和５年度が１個人で、令和６年度が

１団体、令和７年度が１個人と横ばいで推移している。現時点では、地域

スポーツクラブが進んでいるから、地域スポーツクラブの上位入賞が増え

るというところまではいっていないと考えられる。 

指導者の質に関しては、部活動の指導者研修会を実施しており、今年度

から、地域スポーツクラブの方も参加できるようにしている。また、国が

地域スポーツクラブの認定要件を出しているが、県でも作成し、市町でも

県に倣って作ることになっている。 

 

・審議事項 

議案第46号 職員の懲戒処分について（非公開） 

・非公開により審議されたため、三重県教育委員会会議規則第十三条二項の規定により

会議録は別途作成 

 

・閉会宣言 


